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○栃木市障がい者支援施設等通所費助成要綱 

平成２２年３月２９日 

告示第７５号 

改正 平成２４年２月２１日告示第３５号 

平成２５年３月２９日告示第１１８号 

平成２７年１２月２５日告示第４１６号 

平成２９年３月２３日告示第９２号 

令和２年３月２３日告示第１１４号 

（題名改称） 

（目的） 

第１条 この告示は、在宅の障がい者が障がい者支援施設等に通所するために要する費用（以下「通所

費」という。）を助成することにより、経済的な負担を軽減し、もって障がい者の自立と社会参加の

促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において「障がい者支援施設等」とは、次のいずれかに該当する施設をいう。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「法」という。）第５条第１２項に規定する自立訓練、同条第１３項に規定する就労移行支援

又は同条第１４項に規定する就労継続支援（就労継続支援B型に限る。）を提供する施設 

(2) 法第５条第２７項に規定する地域活動支援センター 

（平２４告示３５・平２５告示１１８・平２７告示４１６・平２９告示９２・令２告示１１４・

一部改正） 

（助成対象者） 

第３条 通所費の助成の対象者は、市内に居住する者で、公共交通機関を利用して障がい者支援施設等

に通所している障がい者（法第４条第１項に規定する障害者をいう。）であって、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する被保護者 

(2) 市民税非課税の者 

（令２告示１１４・一部改正） 

（助成額） 

第４条 助成の額は、通所のため最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出した額と

する。ただし、月額９，０００円を限度とする。 

（申請） 

第５条 通所費の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、障がい者支援施設等通所費

助成申請書（別記様式第１号）に障がい者支援施設等通所証明書（別記様式第２号）を添えて、市長
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に申請しなければならない。 

（令２告示１１４・一部改正） 

（助成の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、

障がい者支援施設等通所費助成決定（却下）通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するもの

とする。 

（令２告示１１４・一部改正） 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該

助成金額の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に、合併前の大平町知的障害者・精神障害者授産施設通所費等助成要綱（平成１

７年大平町告示第２６号）又は都賀町障害者交通費助成事業要綱（平成１９年都賀町訓令第５号）（以

下「合併前の告示等」という。）の規定により支給決定を受けた助成金については、なお合併前の告

示等の例による。 

３ 前項の規定によるほか、この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示等の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２４年告示第３５号） 

この告示中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第１１８号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第４１６号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

（栃木市知的障がい者・精神障がい者施設通所費助成要綱の一部改正に伴う経過措置） 

１３ この告示による改正後の栃木市知的障がい者・精神障がい者施設通所費助成要綱の規定は、施行

日以後の申請書から適用し、施行日前になされた申請書については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年告示第９２号） 

（施行期日） 
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１ この告示は、平成２９年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栃木市知的障がい者・精神障がい者施設通所費助成要綱の規定は、この告示の施行の日以

後の通所費に係る助成から適用し、同日前の通所費に係る助成については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年告示第１１４号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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別記様式第１号（第５条関係） 

（平２９告示９２・全改、令２告示１１４・一部改正） 

別記様式第２号（第５条関係） 

（令２告示１１４・一部改正） 

別記様式第３号（第６条関係） 

（令２告示１１４・全改） 

 


